
Ⅲ 職場における妊娠･出産･育児休業等に関するハラスメントや
セクシュアルハラスメントの考え方

　職場におけるハラスメントは一度起こってしまうと、解決に時間と労力を要することになります。職場におけ
る妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント及びセクシュアルハラスメントは、事業主に防止措置を講じる
義務があることから、事業主はこれらのハラスメントに適切に対応する雇用管理上の責任があります。
　まずはハラスメントが起こらないようにするために防止対策を講じ、労働者が働きやすい環境を整備すること
が重要です。わが社に限ってハラスメントはないなどと思わず、どの職場でも起こりうる問題と受け止め、必要
な対応を行ってください。

職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、セクシュアルハラスメントとは

「職場」とは

「労働者」とは
　正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員などいわゆる非正規雇用労働者を含む、事業
主が雇用する全ての労働者をいいます。
　また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者（派遣先事
業主）も、自ら雇用する労働者と同様に、措置を講じる必要があります。

　事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所以外の場所であっ
ても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。
　勤務時間外の「宴会」「懇親の場」などであっても、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該
当しますが、その判断に当たっては、職務との関連性、参加者、参加が強制的か任意かといったことを考慮
して個別に行う必要があります。

●「職場」の例

・出張先　　　　　　　　　　　・業務で使用する車中
・取引先との打ち合わせ場所

　このほか、セクシュアルハラスメントについては、以下の場所で起こることがあります。

・取引先の事務所　・取引先と打ち合わせするための飲食店（接待の席も含む）
・顧客の自宅　　　・取材先

ここでは、以下の２つを指します。

　　● 職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
　　　（男女雇用機会均等法第 11 条の２、育児 ･ 介護休業法第 25 条）

　　● 職場におけるセクシュアルハラスメント
　　　（男女雇用機会均等法第 11 条）

※�職場におけるパワーハラスメントについては、事業主に具体的な措置を義務付けた法律はありませんが、妊娠・出産・育児
休業等に関するハラスメントやセクシュアルハラスメントと同様、労働者が働きにくい環境を生じさせるという点では同じ
です。妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントやセクシュアルハラスメントの対策を講じることと併せて、パワーハ
ラスメントへの対策も検討することが重要です。
　パワーハラスメントについては、33ページ参照。
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「業務上の必要性」の判断
　部下が休業するとなると、上司としては業務の調整を行う必要があります。妊娠中に医師等から休業指示
が出た場合のように、労働者の体調を考慮してすぐに対応しなければならない休業についてまで、「業務が
回らないから」といった理由で上司が休業を妨げる場合はハラスメントに該当します。しかし、ある程度調
整が可能な休業等（例えば、定期的な妊婦健診の日時）について、その時期をずらすことが可能か労働者の
意向を確認するといった行為までがハラスメントとして禁止されるものではありません。
　ただし、労働者の意をくまない一方的な通告はハラスメントとなる可能性がありますので注意してくださ
い。　⇒　詳しくは 11ページ

　男女雇用機会均等法第 11条の２及び育児・介護休業法第 25条では、職場における妊娠・出産・育児
休業等に関するハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることを義務付けています。労働者個人
の問題として片付けるのではなく、雇用管理上の問題と捉え、適切な対応をとることが必要です。

　職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、「職場」において行われる上司・同
僚からの言動（妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動）により、妊娠・出産した「女性労
働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」等の就業環境が害されることです。

　　　　　　　■「職場」、「労働者」とは　　　　　５ページ参照

　妊娠等の状態や育児休業制度等の利用等と嫌がらせ等となる行為の間に因果関係があるものがハラスメ
ントに該当します。
　なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものはハ
ラスメントには該当しません。

　※「制度等」とは産前休業その他の妊娠又は出産に関する制度又は措置、育児休業、介護休業等の制度又は措置
　　⇒　詳しくは７ページ

職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント1

＜男女雇用機会均等法第11条の２（抄）＞
　事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこ
と、出産したこと、妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動に
より当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適
切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

＜育児･介護休業法第25条＞
　事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の
養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労
働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために
必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
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「制度等の利用への嫌がらせ型」とは

▶ �ハラスメントの対象となる労働者は、妊娠・出産に関する制度を利用する（利用しようとする、
利用した）女性労働者及び育児 ･介護に関する制度等を利用する（利用しようとする、利用
した）男女労働者です。

▶ �ハラスメント行為者となり得るのは、上司です。
▶ �「解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの」とは、労働者への直接的な言動である場合に
該当し、１回の言動でも該当します。

　「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」には「制度等の利用への嫌がらせ型」と「状
態への嫌がらせ型」があります。

職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの内容2

１ 対象となる制度又は措置

２ 防止措置が必要となるハラスメント

　次に掲げる制度又は措置（制度等）の利用に関する言動により就業環境が害されるものをいいます。

⑴　解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
　　�　労働者が、制度等の利用の請求等（措置の求め、請求又は申出をいう。以下同じ。）をしたい
旨を上司に相談したことや制度等の利用の請求等をしたこと、制度等の利用をしたことにより、
上司がその労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いを示唆することです。

  ポイント

●典型的な例

・産前休業の取得を上司に相談したところ、「休みをとるなら辞めてもらう」と言われた。
・�時間外労働の免除について上司に相談したところ、「次の査定の際は昇進しないと思え」と
言われた。

①育児休業

②介護休業

③子の看護休暇

④介護休暇

⑤所定外労働の制限

⑥時間外労働の制限

⑦深夜業の制限

⑧育児のための所定労働時間の短縮措置

⑨始業時刻変更等の措置

⑩ �介護のための所定労働時間の短縮等の措置
※�⑧～⑩は就業規則にて措置が講じられていること
が必要です

①産前休業

② �妊娠中及び出産後の健康管理に
　関する措置（母性健康管理措置）

③軽易な業務への転換

④変形労働時間制での法定労働時間を
　 �超える労働時間の制限、時間外労働及び
休日労働の制限並びに深夜業の制限

⑤育児時間

⑥ �坑内業務の就業制限及び危険有害業務の
就業制限

男女雇用機会均等法が対象とする制度又は措置 育児 ･ 介護休業法が対象とする制度又は措置
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▶ �ハラスメントの対象となる労働者は、妊娠・出産に関する制度を利用する（利用しようとする）
女性労働者及び育児 ･介護に関する制度等を利用する（利用しようとする）男女労働者です。

▶ �ハラスメント行為者となり得るのは、上司・同僚です。
▶ �労働者への直接的な言動である場合に該当します。また、単に言動があるのみでは該当せず、
客観的にみて、一般的な労働者であれば、制度等の利用をあきらめざるを得ない状況になる
ような言動を指します。

▶ �上司がこのような言動を行った場合は、１回でも該当しますが、同僚がこのような言動を行っ
た場合については、繰り返し又は継続的なもの（意に反することを伝えているにもかかわら
ず、さらにこのような言動が行われる場合を含み、この場合はさらに繰り返し又は継続的で
あることは要しません）が該当します。

▶ �労働者が制度の利用を請求したところ、上司が個人的に請求を取り下げるよう言う場合につ
いては、ハラスメントに該当し、事業主は措置を講じる必要があります。

　 �一方、単に上司が個人的に請求等を取り下げるよう言うのではなく、事業主として請求等を
取り下げさせる（制度等の利用を認めない）場合については、そもそも制度等の利用ができ
る旨規定している各法（例えば産前休業の取得であれば労働基準法第 65条第１項）に違反
することになります。

▶ �事業主が労働者の事情やキャリアを考慮して、育児休業等からの早期の職場復帰を促すこと
自体は制度等の利用が阻害されるものに該当しません。ただし、職場復帰のタイミングは労
働者の選択に委ねられることに留意が必要です。

⑵　制度等の利用の請求等又は制度等の利用を阻害するもの
　　�以下のような言動が該当します。
　　①�労働者が制度の利用の請求をしたい旨を上司に相談したところ、上司がその労働者に対し、請

求をしないように言うこと。
　　②�労働者が制度の利用の請求をしたところ、上司がその労働者に対し、請求を取り下げるよう言

うこと。
　　③�労働者が制度の利用の請求をしたい旨を同僚に伝えたところ、同僚がその労働者に対し、繰り

返し又は継続的に、請求をしないように言うこと。
　　④�労働者が制度利用の請求をしたところ、同僚がその労働者に対し、繰り返し又は継続的に、そ

の請求等を取り下げるよう言うこと。

  ポイント

●典型的な例

・�育児休業の取得について上司に相談したところ、「男のくせに育児休業をとるなんてあり得
ない」と言われ、取得をあきらめざるを得ない状況になっている。
・�介護休業について請求する旨を周囲に伝えたところ、同僚から「自分なら請求しない。あな
たもそうすべき。」と言われた。「でも自分は請求したい」と再度伝えたが、再度同様の発
言をされ、取得をあきらめざるを得ない状況に追い込まれた。
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▶ �ハラスメントの対象となる労働者は、妊娠・出産に関する制度を利用した女性労働者及び育
児 ･介護に関する制度等を利用した男女労働者です。

▶ �ハラスメント行為者となり得るのは、上司・同僚です。
▶ �労働者への直接的な言動である場合に該当します。また、単に言動があるのみでは該当せず、
客観的にみて、一般的な労働者であれば、能力の発揮や継続就業に重大な悪影響が生じる等
当該労働者が�就業する上で看過できない程度の支障が生じるようなものを指します。

▶ �このハラスメントは、上司と同僚のいずれの場合であっても繰り返し又は継続的なもの（意
に反することを伝えているにもかかわらず、さらにこのような言動が行われる場合を含み、
この場合はさらに繰り返し又は継続的であることは要しません）が該当します。

▶ �言葉によるものだけではなく、必要な仕事上の情報を与えない、これまで参加していた会議
に参加させないといった行為もハラスメントになります。

⑶　制度等を利用したことにより嫌がらせ等をするもの
　労働者が制度等の利用をしたところ、上司・同僚がその労働者に対し、繰り返し又は継続的に
嫌がらせ等をすることをいいます。
　「嫌がらせ等」とは、嫌がらせ的な言動、業務に従事させないこと、又は専ら雑務に従事させ
ることをいいます。

  ポイント

●典型的な例

・�上司・同僚が「所定外労働の制限をしている人はたいした仕事はさせられない」と繰り返
し又は継続的に言い、専ら雑務のみさせられる状況となっており、就業する上で看過でき
ない程度の支障が生じている（意に反することを明示した場合に、さらに行われる言動も含
む）。

・�上司・同僚が「自分だけ短時間勤務をしているなんて周りを考えていない。迷惑だ。」と繰
り返し又は継続的に言い、就業をする上で看過できない程度の支障が生じる状況となってい
る（意に反することを明示した場合に、さらに行われる言動も含む）。
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「状態への嫌がらせ型」とは

１ 対象となる事由

　女性労働者が妊娠したこと、出産したこと等に関する言動により就業環境が害されるものをいいます。

▶ �ハラスメントの対象となる労働者は、妊娠等した女性労働者です。
▶ �ハラスメント行為者となり得るのは、上司です。
▶ �「解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの」とは、労働者への直接的な言動である場合を
言い、１回の言動でも該当します。

２ 防止措置が必要となるハラスメント

⑴　解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
　　�　女性労働者が妊娠等したことにより、上司がその女性労働者に対し、解雇その他の不利益な取
扱いを示唆することです。

  ポイント

●典型的な例

・�上司に妊娠を報告したところ「他の人を雇うので早めに辞めてもらうしかない」と言われ
た。

①妊娠したこと

②出産したこと

③産後の就業制限の規定により就業できず、又は産後休業をしたこと。

④ �妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又
は労働能率が低下したこと。

　※�「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻（にんしんおそ）、切迫流産、出産後の回復不全等、
妊娠又は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいいます。

⑤ �坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができな
いこと又はこれらの業務に従事しなかったこと
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▶ �ハラスメントの対象となる労働者は、妊娠等した女性労働者です。
▶ �ハラスメント行為者となり得るのは、上司・同僚です。
▶ �労働者への直接的な言動である場合に該当します。また、単に言動があるのみでは該当せず、
客観的にみて、一般的な女性労働者であれば、「能力の発揮や継続就業に重大な悪影響が生
じる等その労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じるようなもの」を指します。

▶ �このハラスメントは、上司と同僚のいずれの場合であっても繰り返し又は継続的なもの（意
に反することを伝えているにもかかわらず、さらにこのような言動が行われる場合を含み、
この場合はさらに繰り返し又は継続的であることは要しません）が該当します。

▶ �言葉によるものだけではなく、必要な仕事上の情報を与えない、これまで参加していた会議
に参加させないといった行為もハラスメントになります。

⑵　妊娠等したことにより嫌がらせ等をするもの
　女性労働者が妊娠等したことにより、上司・同僚がその女性労働者に対し、繰り返し又は継続
的に嫌がらせ等をすること。

  ポイント

●典型的な例

・�上司・同僚が「妊婦はいつ休むかわからないから仕事は任せられない」と繰り返し又は継続
的に言い、仕事をさせない状況となっており、就業をする上で看過できない程度の支障が生
じる状況となっている（意に反することを明示した場合にさらに行われる言動も含む）。

・�上司・同僚が「妊娠するなら忙しい時期を避けるべきだった」と繰り返し又は継続的に言
い、就業をする上で看過できない程度の支障が生じる状況となっている（意に反することを
明示した場合にさらに行われる言動も含む）。

●「制度等の利用」に関する言動の例
⑴　業務体制を見直すため、上司が育児休業をいつからいつまで取得するのか確認すること。
⑵　業務状況を考えて、上司が「次の妊婦健診はこの日は避けてほしいが調整できるか」と確認すること。
⑶　同僚が自分の休暇との調整をする目的で休業の期間を尋ね、変更を相談すること。

　※⑵や⑶のように、制度等の利用を希望する労働者に対する変更の依頼や相談は、強要しない場合に限られます。

●「状態」に関する言動の例
⑴�　上司が、長時間労働をしている妊婦に対して、「妊婦には長時間労働は負担が大きいだろうから、業
務分担の見直しを行い、あなたの残業量を減らそうと思うがどうか」と配慮する。
⑵�　上司・同僚が「妊婦には負担が大きいだろうから、もう少し楽な業務にかわってはどうか」と配慮
する。
⑶　上司・同僚が「つわりで体調が悪そうだが、少し休んだ方が良いのではないか」と配慮する。

　※�⑴から⑶のような配慮については、妊婦本人にはこれまで通り勤務を続けたいという意欲がある場合であっても、客観的に
見て、妊婦の体調が悪い場合は業務上の必要性に基づく言動となります。

ハラスメントには該当しない業務上の必要性に基づく言動の具体例
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「性的指向」「性自認」とは？
　恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向のことを「性的指向（Sexual�
Orientation）」、自己の性別についての認識のことを「性自認（Gender� Identity）」といいます。
性的指向や性自認はすべての人に関係する概念であり、そのあり方は人によって様々です。男性に
惹かれる人・女性に惹かれる人・どちらにも惹かれる人・どちらにも惹かれない人と、恋愛対象は
人それぞれですし、「自分は男性（又は女性）」と思う人もいれば、「どちらでもない」や「どちらで
もある」と思う人もいます。
　性的指向や性自認への理解を深め、差別的言動や嫌がらせが起こらないようにすることが重要で
す。

● �事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクシュアルハラ
スメントの行為者になり得るものであり、男性も女性も加害者にも被害者にもなり得るほか、異
性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。

● �また、職場におけるセクシュアルハラスメントは、相手の性的指向（※１）又は性自認（※２）
にかかわらず、該当することがあり得ます。

　 �「ホモ」「オカマ」「レズ」などを含む言動は、セクシュアルハラスメントの背景にもなり得ます。
　また、性的性質を有する言動はセクシュアルハラスメントに該当します。
　※１�人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするか　※２�性別に関する自己意識

●性的な言動の例

①性的な内容の発言
　�　性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報（噂）を流布すること、性的な冗
談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど

②性的な行動
　�　性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・
掲示すること、強制わいせつ行為、強姦など

　男女雇用機会均等法第 11条では、職場におけるセクシュアルハラスメントについて、事業主に防止措
置を講じることを義務付けています。労働者個人の問題として片付けるのではなく、雇用管理上の問題と
捉え、適切な対応をとることが必要です。

　職場におけるセクシュアルハラスメントは、「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的
な言動」に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」
により就業環境が害されることです。
　職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれます。
　また、被害を受ける者の性的指向（※１）や性自認（※２）にかかわらず、「性的な言動」であれば、セクシュ
アルハラスメントに該当します。
※１　人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするか　��������※２　性別に関する自己意識

　　　　　■「職場」、「労働者」とは　　　５ページ参照

　　　　　■「性的な言動」とは
　　　　　　　　性的な内容の発言および性的な行動を指します。

職場におけるセクシュアルハラスメント３

＜男女雇用機会均等法第11条（抄）＞
　事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働
者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害され
ることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他
の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
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「職場におけるセクシュアルハラスメント」には「対価型」と「環境型」があります。

職場におけるセクシュアルハラスメントの内容４

「対価型セクシュアルハラスメント」とは

「環境型セクシュアルハラスメント」とは

判断基準

　労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応（拒否や抵抗）により、その労働者が解雇、降格、減給、
労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換などの不利益を受ける
ことです。

　労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な
悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることです。

　セクシュアルハラスメントの状況は多様であり、判断に当たり個別の状況を斟酌する必要があります。ま
た、「労働者の意に反する性的な言動」および「就業環境を害される」の判断に当たっては、労働者の主観
を重視しつつも、事業主の防止のための措置義務の対象となることを考えると一定の客観性が必要です。
　一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合には、一回でも就業環境を害するこ
ととなり得ます。継続性または繰り返しが要件となるものであっても、「明確に抗議しているにもかかわら
ず放置された状態」または「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」には、就業環境が害され
ていると判断し得るものです。また、男女の認識の違いにより生じている面があることを考慮すると、被害
を受けた労働者が女性である場合には「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、被害を受けた労働者が
男性である場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とすることが適当です。

●典型的な例

・�事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その労働者を
解雇すること。

・�出張中の車中において上司が労働者の腰、胸などに触ったが、抵抗されたため、その労働者について
不利益な配置転換をすること。

・�営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議さ
れたため、その労働者を降格すること。

●典型的な例

・�事務所内において上司が労働者の腰、胸などに度々触ったため、その労働者が苦痛に感じてその就業
意欲が低下していること。

・�同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、その労働
者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。

・�労働者が抗議をしているにもかかわらず、同僚が業務に使用するパソコンでアダルトサイトを閲覧し
ているため、それを見た労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。
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